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～利子補給金を申請及び受給される皆様へ～

一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が取り扱う

利子補給金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執

行が強く求められます。

当然ながら、ＳＩＩとしても厳正に利子補給金の執行を行うとともに、虚偽

や不正行為に対しては厳正に対処いたします。

事業者及び指定金融機関の皆様は、以下の①から③をよくご理解のうえ、

利子補給金の受給に関する全ての手続きを適正に行ってください。

① 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

② ＳＩＩが定める交付規程

③ 本事業の公募要領

はじめに



１.本事業について
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事業概要

○事業名称
令和５年度省エネルギー設備投資利子補給金

○事業目的
地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エネルギー設備
投資の推進やエネルギー管理の適正化等により、世界の中でも高い省エネルギー水準を達成していると
ころであるが、令和３年度に策定された「２０３０年度におけるエネルギー需給の見通し」による６，
２００万ｋｌ程度の省エネ実現のためには、産業・業務部門等における省エネルギー設備投資を促すこ
と等により省エネルギーを推進する必要がある。
本事業は、省エネルギーに資する設備投資等（以下「利子補給対象事業」という。）を行う民間団体等
（以下「利子補給対象事業者」という。）に対して、沖縄振興開発金融公庫及びＳＩＩが指定する機関
（以下「指定金融機関」という。）が行った融資に係る利子補給金を交付する事業である。

公募要領 P.5
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事業概要

○予算額
約２.５億円

○利子補給対象事業者
国内において事業活動を営んでいる法人または個人事業主であること。

○交付対象融資額の上限額
利子補給対象事業の１事業あたりの交付対象融資額の上限額は、１００億円とする。

○利子補給金の交付の対象となる期間
利子補給金の交付対象期間は、最長１０年間とする。

公募要領 P.5、P.8
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事業概要

○利子補給金の交付額の計算方法
利子補給金の額は、利子補給対象事業の実施に必要な資金について、指定金融機関から受けた融資の残
高に利子補給率を乗じたもの。

・貸付利率１.１％以上の場合：利子補給率は１.０％（最大）
・貸付利率１.１％未満の場合：利子補給率は貸付利率から-０.１％

（例：貸付利率０.８％→利子補給率０.７％）

公募要領 P.9

利子補給金の額 ＝ Ａ × × Ｃ
365

Ｂ

Ａ：交付対象融資の単位期間における融資残高
Ｂ：交付対象融資の単位期間における融資残高の存する日数
Ｃ：利子補給率

単位期間Ⅰ：２０２３年３月１１日～２０２３年９月１０日
単位機関Ⅱ：２０２３年９月１１日～２０２４年３月１０日

利子補給金の額は、単位期間毎に算出して申請すること。
様式第１融資計画書の（別添１）融資計画詳細１にて算出できるため、必要な情報
を入力して作成すること。



２.対象要件について
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導入しようとする設備等の法定耐用年数以内の融資期間であって、
原則、元金均等返済により融資金が完済される金銭消費貸借契約であること。

利子補給対象事業を実施するための資金について
指定金融機関から受ける融資であること。

①

②

利子補給金の交付の対象となる融資（以下「交付対象融資」という。）は、
ＳＩＩが以下に定める要件を満たす利子補給対象事業を行う者に対して、指定金融機関
が行う融資とする。

利子補給金の交付対象となる融資の要件
公募要領 P.6
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〇シンジケートローン及び指定金融機関から融資を受けて利子補給対象事業者に
資金を供給する場合も対象とする。ただし、資金供給する者は、利子補給対象
事業者と同一企業グループの親会社や金融子会社に限る。

〇利子補給対象融資の金利は、融資期間全体にわたって一定の固定金利であって、
利子補給金の交付がない場合における金利水準以下とする。

〇元金均等返済とする際に生じる端数は、最終弁済時に計上すること。
端数は原則、千円単位とすること。

〇交付方針決定を受けた後に、金銭消費貸借契約の締結をすること。
利子補給金の交付方針決定の通知前に融資契約を締結させた場合は
利子補給金の対象とはならない。

＜利子補給対象融資における留意事項＞

利子補給金の交付対象となる融資の要件
公募要領 P.6
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次の（ア）～（ウ）のいずれかの要件を満たす事業が対象となる。

省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・事業場全体における
エネルギー消費原単位が１％以上改善される事業。

エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、又は増設する事業。（ア）

（イ）

データセンターのクラウドサービス活用やＥＭＳの導入等による
省エネルギー取組に関する事業。

（ウ）

利子補給金の対象となる事業の要件
公募要領 P.6
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○要件（ア）、（イ）ともに、既設設備を更新する場合は対象外とする。

○利子補給対象事業の実施場所は、日本国内でエネルギー管理を一体で行う
特定された１つの工場・事業場であること。

○利子補給対象事業に係る契約・発注は２０２３年４月３日以降であること。

○導入する省エネルギー設備は、以下を全て満たすこと。
・兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
・中古品でないこと。
・その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する
「性風俗関連特殊営業」を営む事業所でないこと。

＜利子補給対象事業における留意事項＞

公募要領 P.6
利子補給金の対象となる事業の要件
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省エネ法の改正について

令和５年４月に省エネ法が改正され、非化石エネルギーを使用する設備も本事
業の対象となった。

従来の対象エネルギー 今年度の対象エネルギー

令和5年度から、非化石エネルギーも追加

引用：資源エネルギー庁省エネルギー課作成簡易パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/index.html#4

※燃料消費を伴わない太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーに係る設備は対象外。

公募要領 P.7
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（ア）エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備を新設、又は増設する事業。

新設 増設

NEW！ ADD！

要件（ア）の説明 公募要領 P.6
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①トップランナー基準を満たす設備
⇒導入設備がトップランナー制度対象品目で定められた基準を満たしている設備であること。

②トップランナー対象範囲外の設備
⇒導入設備が一代前モデルと比べて、エネルギー消費効率が改善する設備であること。

要件（ア）の説明

エネルギー消費効率が高い設備とは…

■エネルギー消費効率
消費するエネルギーに対してどの程度の効果を発揮するかを示す値のこと。

■トップランナー基準
国が定める、省エネ基準のひとつ。
３２品目あるうちの、建材を除く２９品目が本事業の対象となる。

■一代前モデル
導入設備と同一製造メーカーの同等製品にて、機能や構造などエネルギー使用量に係る変更があった場合を
モデル変更とみなし、その変更前の設備を原則として一代前モデルとする。
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トップランナー基準を満たす設備の導入

例：変圧器の増設

現在、工場の従業員用駐車場に使用している敷地に、新しく工場棟を
建設することになった事業者が、高圧電力を敷設するための変圧器の
購入資金として、指定金融機関が融資を行うケース。

⇒この場合、トップランナー制度対象品目で定められた“基準エネルギー消費効率”
を満たしている変圧器であれば要件クリアとなる。

要件（ア）事業事例①

基準を満たしている裏付け資料として、設備のカタログや仕様書等を

提出することが必要となる。
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要件（ア）事業事例②

トップランナー対象範囲外の設備の導入

例：ボイラの増設

食品加工工場の生産拡大に伴い、事業者がボイラの増設をするための
購入資金として、指定金融機関が融資を行うケース。

⇒この場合、導入する設備が一代前モデルと比べて、エネルギー消費効率が改善
されていれば要件クリアとなる。

改善している裏付け資料として、導入設備、一代前モデルともに、

設備のカタログや仕様書、実測データ等を提出することが必要となる。
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（イ）省エネルギー設備等を新設、又は増設し、工場・事業場全体における
エネルギー消費原単位が１％以上改善される事業。

省エネ設備を新設または増設
省エネ設備を新設または増設することで、

生産物１単位当たりのエネルギー消費原単位が改善。

生産物

エネルギー消費原単位 ＝
生産数量等

エネルギー使用量

※要件（ア）に該当しない場合

省エネ設備を新設または増設することで、
生産物１単位当たりのエネルギー消費原単位が改善。

要件（イ）説明 公募要領 P.6
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要件（イ）説明

要件（ア）に該当しない事業であっても、

新たに省エネルギー設備の新設・増設を行うことにより、
工場・事業場全体のエネルギー消費原単位が改善される事業であれば、申請可能となる。

※原単位改善率は、ＳＩＩが提供する様式で自動計算が可能。

■原単位改善率 ＝ １－ × １００
事業実施前のエネルギー消費原単位

事業実施後のエネルギー消費原単位

要件（イ）でご申請いただく場合は事前にＳＩＩに相談すること。
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要件（イ）事業事例

例：新製品のために製造ラインを新設

地元の名産品のマンゴーゼリーを生産していた工場で、新しくオレンジを使った
ゼリーを生産することが決定し、事業者が新製品であるオレンジゼリーの
製造ラインを導入するための資金として、指定金融機関が融資を行うケース。

⇒この場合、製造ライン導入前後の「工場全体のエネルギー使用量」と
「生産量としてゼリーの総重量（単位:トン）」を比較して、
導入後の工場のエネルギー消費原単位が1％以上改善されていれば要件クリア
となる。

改善している裏付け資料として、工場全体で使用する設備のカタログや仕様書、

実測データ等を提出する必要がある。
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（ウ）データセンターのクラウドサービス活用やＥＭＳの導入等による
） 省エネルギー取組に関する事業。

自社でサーバー保有

自社のサーバーをデータセンターを活用したクラウドサービスへ移行す
ることで、サーバーの維持で発生していた消費電力を削減。

クラウド移行

要件（ウ）説明 公募要領 P.6
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要件（ウ）説明

①データセンターのクラウドサービス活用においては、
データセンターのPUE値（実測値または設計値のいずれか）が「１.７未満」
であること。

②ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）導入等の省エネルギー取組においては、
ＥＭＳ導入によるエネルギー削減効果（計画値）を合理的に計算すること。

データセンターにおける電気効率を示す指標の一つであり、１．０に近いほど電気効率が良いとされている。

※PUEは、以下計算式で算出すること。

ＰＵＥ ＝
ＩＴ機器による消費電力

データセンター全体の消費電力

※PUEとは
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要件（ウ）事業事例

例：クラウドサービスへのシステム移行による省エネルギーの取組

社内で運用しているメールシステムを、データセンターを活用したクラウドサービス
へ移行するための初期費用（移行設計費、クラウド環境設定費、データ移行費、
テスト稼働に係るクラウドサービス使用料等）に係る資金に対して指定金融機関が
融資を行うケース。

⇒この場合、日本国内のデータセンターを活用したクラウドサービスの導入に係る
環境構築を行う事業であり、活用するデータセンターのPUE値（実測値または
設計値のいずれか）が「１.７未満」であれば要件クリアとなる。

活用するデータセンターのPUE値（実測値または設計値のいずれか）

が「１.７未満」である裏付け資料を提出する必要がある。



３. 対象経費について
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利子補給金の交付の対象となる経費

設計費 省エネルギー設備等の導入に必要な機械装置の設計費、システム設計費等。

設備費 省エネルギー設備等の購入に必要な経費。

工事費 省エネルギー設備等の導入に不可欠な工事に要する経費。

※以下の経費については補助対象外とする。
・ＳＩＩが補助対象外と判断した経費
・外構工事費（土木工事等）、建築材料等の事業に関係のない工事費
・消費税

公募要領 P.8



４. 手続きの流れについて



事項 利子補給対象事業者 指定金融機関 ＳＩＩ

●融資計画書の提出

●審査・交付方針の決定

●金銭消費貸借契約の締結

●交付決定

融資計画書の作成・提出

融資計画内容の審査

交付方針決定通知交付方針決定通知の受領

金銭消費貸借契約の締結

交付申請書の
作成・提出

申請内容の審査

交付決定通知交付決定通知の受領

交付方針決定後に金銭消費貸借契約
を締結すること。

交付申請書

金銭消費
貸借契約

利子補給対象事業者の
対応範囲はここまでであり、
その後の対応は指定金融機関

にて実施となる。

融資計画書提出～交付決定の流れは以下のとおり。
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融資計画書提出～交付決定の流れ



融資計画書受付期間

第１回：２０２３年５月２６日（金）～６月２３日（金）

第２回：２０２３年６月３０日（金）～８月１０日（木）

第３回：２０２３年８月中旬～９月下旬予定

第４回：２０２３年１０月上旬～１１月上旬予定

※当該計画書の内容を審査し、交付又は不交付の方針を決定する。
※予算額に達した場合、予算額に達した受付期間をもって、融資計画書の受付を終了する。
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受付期間については以下のとおり。



５.申請手続きの簡素化について
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申請手続きの簡素化について

（ア）～（ウ）全ての要件で、見込み省エネルギー量[kl/年]を算出する必要がある。
本事業の見込み省エネルギー量の考え方は以下のとおり。

【ご参考】見込み省エネルギー量の考え方

補助事業が
実施されなかった場合

補助事業により
最新の設備を導入した場合

①一代前設備のエネルギー使用量

見込み省エネ効果
（削減量）

エネルギー使用量

見込み省エネ効果
（削減量）

①一代前設備の
エネルギー使用量

②導入設備の
エネルギー使用量

②導入設備の
エネルギー使用量

○見込み省エネルギー量の算出
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ユーテリティ設備

トップランナー対象製品

・エアコンディショナー

・交流電動機

・照明器具

・電球

・変圧器

・高効率空調※1

・産業用モータ

・制御機能付きLED照明器具

・変圧器

省エネ補助金登録

・工作機械

・プラスチック加工機

・プレス機械

・印刷機械

・ダイカストマシン

※1 電気式パッケージエアコン ・ガスヒートポンプエアコン ・チリングユニット

申請手続きの簡素化について

○申請手続きの簡素化対象設備

導入設備が下表の設備の場合、申請手続きを簡素化できる可能性がある。

①令和４年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金（以下、省エネ補助金）で別途登録済みの

生産設備５種又は、ユーティリティ設備４種

②トップランナー基準を満たす設備のうち５種

省エネ補助金登録

生産設備
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＜ＳＩＩホームページイメージ＞

令和４年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業

『(C)指定設備導入事業』 補助対象設備一覧

上記ＳＩＩのホームページで、

申請する設備の型番が登録されているか確認可能。

ホームページURL
＜https://sii.or.jp/shitei04r/search/＞

申請手続きの簡素化について

○簡素化対象設備の確認方法
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※一代前モデルのカタログ、仕様書、図面等の裏付け資料が
提出不要となる。

※設備の仕様によって、追加資料が必要となる場合がある
ため留意すること。

・製品情報証明書とは
導入設備が、一代前モデルに対してエネルギー消費効率が高いこと
が確認可能な書類である。
製品情報証明書に記載のエネルギー使用量を基に、見込み省エネ量
を算出が可能。

製品情報証明書による証明

申請手続きの簡素化について

○生産設備の申請手続きの簡素化

・取得方法
設備メーカーに稼働条件を伝え、製品情報証明書の発行を依頼する
こと。
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申請手続きの簡素化について

○ユーティリティ設備の申請手続きの簡素化

導入設備が省エネ補助金で製品型番登録がされた以下の設備である場合、省エネ量計算ツールで表示される見込
み省エネルギー量を用いることが可能。
また、一代前モデルの省エネ根拠資料が提出不要となり、手続きが簡素化可能。

ユーティリティ設備に製品情報証明書は発行されないため注意すること。

ユーテリティ設備

トップランナー対象製品

・エアコンディショナー

・交流電動機

・照明器具

・電球

・変圧器

・高効率空調※1

・産業用モータ

・制御機能付きLED照明器具

・変圧器

※1 電気式パッケージエアコン ・ガスヒートポンプエアコン ・チリングユニット

省エネ補助金登録
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ＳＩＩ見込み省エネルギー量算出フォーマット

1 1 1 高効率空調 2.513

2 3 2 産業用モータ 2.260

3 4 3 制御機能付きLED照明器具 0.444

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

緑色の部分は申請様式　「（別添３）利子補給金の交付の対象となる経費リスト」の
補助対象設備と一致するようにご入力ください。

調光制御設備 ○○-■■■

空調設備 ○○-■■■

設備区分
年間見込み

省エネルギー量（kl/台）
No 経費リスト番号 名称 型番

個数
（回数）

換気扇 ○○-■■■

○省エネ量計算ツールの利用方法

※一代前モデルのカタログ、仕様書、図面等の裏付け資料が提出不要となる。

省エネ量計算ツールに導入台数等を入力し、登録済設備の選択を行うと見込み省エネ量が表示される。
表示された数値は「(別添４)エネルギー消費効率の根拠(要件ア)」で入力する見込み省エネルギー量として
使用可能。

申請手続きの簡素化について

2.178

2.260

0.432
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申請可能

省エネ設備を申請

導入設備は
トップランナー対象品目

であるか

導入設備は
トップランナー基準を

満たすか

導入設備は
1代前モデルと比較して
省エネとなっているか

補助対象外（申請不可）

はい（対象品目である） いいえ（対象品目ではない）

いいえいいえ

はい はい

○要件（ア） 申請要件の判断手順

申請手続きの簡素化について
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1代前モデルとの比較により
省エネ性を証明

導入設備は以下のどちらかに該当するか。

① 申請が簡素化可能な設備区分でSIIに型番が登録されている。
② 申請が簡素化可能な設備区分でトップランナー基準を満たしている。

導入設備は生産設備と
ユーティリティ設備の

どちらか

製品情報証明書の利用 省エネ量計算ツールの利用

生産設備 ユーティリティ設備

はい（該当する） いいえ（どちらにも該当しない）

見込み省エネルギー量計算の簡素化が可能

一代前モデルと比較してエネルギー消費効率が改善さ
れていることが分かる裏付け資料（カタログ等）を提出

申請手続きの簡素化について

○要件（ア） 見込み省エネルギー量計算・提出資料の判定
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○利子補給ハンドブック

申請手続きの簡素化について



６.指定金融機関について
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指定金融機関への応募資格

・銀行

・信用金庫

・労働金庫

・信用協同組合

・農業協同組合

・漁業協同組合

・農林中央金庫

・株式会社商工組合中央金庫

・株式会社日本政策投資銀行

・生命保険会社

・外国生命保険会社

・沖縄振興開発金融公庫

「民間金融機関等」とは、次に掲げるものとする。
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指定金融機関への応募資格

以下の要件を満たすこと。

日本に拠点を有していること。

本事業に係る業務を適切かつ確実に行える体制を有していること。
（導入設備の内容及び省エネルギー効果の確認ができる体制）

本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。

省エネルギー設備投資に関する支援を行う窓口を広く公開し、
民間団体等の省エネルギー取組に対して積極的な支援を行うための
体制構築ができること。

経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指定停止等措置要領に
掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
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指定金融機関の応募手続きについて

■公募期間
２０２３年４月７日（金）～２０２３年１０月３１日（火） １７：００必着

■審査結果の通知
応募書類到着月の翌月中旬を予定。

当団体ホームページにて、実績のある指定金融機関の取組事例を紹介している。
指定金融機関への応募を検討される際は、本日の説明会の内容と合わせて参照されたい。



事務連絡
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事務連絡

○事業個別相談会について
融資計画書の受付開始にあたり、ＷＥＢ会議ツールを使用した個別事業の相談会を開催予定。

○補助事業ポータルについて

○融資計画書の変更について

指定金融機関は、交付決定を受ける前に、融資計画書の内容に変更が生じる場合には、
速やかにＳＩＩにその変更内容を報告し、ＳＩＩの指示を受けなければならない。
（公募要領P.１６）

交付決定を受けた後については、融資条件等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申
請書をＳＩＩに提出し、その承認を受けること。
（公募要領P.２４）
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一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第１部

令和５年度「省エネルギー設備投資利子補給金」
申請に関するお問い合わせ窓口

◆ＴＥＬ：０３－５５６５－４４６０
受付時間：１０：００～１２：００、１３：００～１７：００

（土曜、日曜、祝日を除く）
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